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緊急事態宣言の解除を踏まえた教育的活動について 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。 

この度，緊急事態宣言が 9月 30日で解除されたことを踏まえ，下記のように変更

することといたします。 

なお，宣言が解除されましたが，今まで通り３つの密の回避，朝の健康観察の徹底，

マスクの着用，手洗い，換気の徹底等の基本的な感染症対策を行いながら教育活動に取

り組みます。また，偏見や差別を許されないことの啓発，生徒の心のケア等に取り組み

ます。引き続き，ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。また，ご心

配事やご不明な点がございましたら，担任までご連絡ください。 

 

記 

① 部活動について 

感染予防対策を徹底しながら活動を 10月 1日から再開します。 

次のとおり段階的に緩和していきますので,ご確認ください。 

期間 活動についての内容 

10/１(金)～10/15(金) 校内限定で 2時間以内 

10/16(土)～10/29(金) 校外活動可，部活動ガイドラインの活動時間 

10/30(土)～ 部活動ガイドラインに基づく通常活動 

※詳しくは各部活動からの活動予定表でご確認ください。 

 

② 放課後学習会について 

火曜日に行っている１，２年生の放課後学習会について，10 月 12 日(火)より再開

します。 

 

※ それ以外の教育活動については予定通りです。１０月行事予定等でご確認ください。 

 

《10月行事予定の訂正》 10月 21日(木)の 1，2年生の授業は5限までになります。 
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